
第 1回名寄市都市計画審議会 議事録

とき 令和 3年 7 月 1日（木） 午後 6時 30 分～7 時 10 分

ところ 駅前交流プラザよろーな 2階 会議室３

1. 開会

2. 部長あいさつ

3. 会長あいさつ

4. 議事

議事の前に事務局より都市計画（都市計画審議会）について説明。

※都市計画（都市計画審議会）とは

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市

街地再開発事業に関する計画。都市計画で定めているものは、

○土地利用（用途地域等の土地の使い方のルール）

○都市施設（道路・公園・下水道等のインフラ）

○市街地再開発

の大きく分けて３つ。用途地域であれば各地区にふさわしい建築物の用途、容積

率、建蔽率、高さ等で制限されている。用途地域を変更する際は都市計画審議会で

の審議が必要。

都市計画により土地利用の制限がかけられるなど、市民生活への影響が見込まれ

ることから市民の皆様や議員、学識経験者から構成される都市計画審議会の審議を

受けて決定する。

１）名寄都市計画ごみ焼却場（案）について

事務局から都市計画変更を予定しているごみ焼却場について説明。

○経過

名寄都市計画ごみ焼却場として都市計画決定されている施設が名寄市内に 3施設あ

り、そのうち「風連町ごみ焼却場」については昭和 53 年に旧風連町で都市計画決

定、使用が開始された。しかし平成 14年 12 月にダイオキシン規制法により焼却炉

を廃止しており、現在まで使用されていない。

施設も老朽化する中、令和 3年度に解体費用が予算措置され、跡地が更地となるこ

とから都市計画ごみ焼却場の変更（廃止）の手続きを行うことになった。

○今後のスケジュール

今回は予備審議であり、内容を確認いただいたのち北海道との事前協議を進めるこ



ととなる。事前協議の終了後、縦覧を行い、最後に本審議を行う。本審議は 9月下

旬を予定しているので、その際にまた審議いただくことになる。

～意見交換～

委 員：平成 14年から使われていないということで、老朽化も進み置いておくのは管

理する側も不安だと思う。面積が 0.2ha で、更地にする予定とのことだが、

今後活用する考えがあるのか。

事務局：更地にする部分については、施設すべてを撤去するので更地にしたいと考え

ている。跡地利用については、平成 19 年の一般廃棄物処理基本計画などから

土地利用があれば補助金の充当ができるのではないかと検討されてきた経緯

もあるが、風連ごみ焼却場の跡地利用は考えづらい。

都市計画ごみ焼却場の変更（案）の予備審議について、都市計画審議会より了承を得た。

２）新保育所整備について（進捗報告）

事務局より新保育所整備の進捗について報告。

○経過

建築から 40 年以上経過し、老朽化している保育所が南保育所、西保育所、東保育

所の 3保育所ある。現南保育所の隣接地に 150 名程度の定員規模の保育所に現在福祉

センター2 階にある子ども発達支援センターを併設した保育所の建設を予定してい

る。

○今後のスケジュール

令和 2年度に基本設計を実施し、本年度については実施設計を予定している。現南

保育所の東側の一部花園公園を占用して整備する。

工事のスケジュールとしては令和 4年度から令和 5年度にかけて本体工事を実施。

令和 6年度に外構工事を実施する予定。また、南保育所の場所にいままでよりも大き

な保育所を整備することから、将来的に東保育所、西保育所のいずれかが閉所をし全

体の定員管理をしていきたいと考えている。

～意見交換～

委 員：現在の花園公園が少し小さくなるイメージか。山側が削られてそちら側に保育

所が入るのか。どれぐらい削られるのか。

事務局：現在の公園の 30％程度を保育所で占用させていただくかたちになる。南側の

30%で、築山の法下あたりまで今回占用を予定している。

委 員：花園公園はこの資料で見るとどのあたりまでか。



事務局：図面の真ん中あたりに横に入っている点線が敷地の境界になる。そこから上の

部分が現在の花園公園で薄く点線で現南保育所の跡や、１区町内会で所有して

いる物置の跡が入っているので比較していただきたい。

5. その他

委 員：冒頭事務局より都市計画審議会は個別の公共施設などの関係や今回の保育所

についても審議の部分には該当しないが、進捗については報告するという説

明があったが、第１回定例会で補正予算で公共施設の再配置計画策定の事業

費が 395 万 5千円で可決されている。その計画の策定の進捗であったり、公

共施設についてどのようなものが配置されていくのかなど、計画にあたって

委員の意見を求める機会を作っていただけるか。都市計画にも関わってくる

気がするのでお聞きしたい。

事務局：建設水道部自体が補正予算の公共施設再配置計画について、策定の担当では

ないので申し上げられることに限りがある。私が聞いているところだと図書

館や、児童センターなどのいくつか絞った施設の再配置について検討するも

のだと伺っている。都市計画施設でないものが多いが、重要な市の施策でも

あるので、今日は申し上げられないが進捗についてはご報告させていただき

たい。

委 員：今回策定される計画について、立地適正化計画に基づいて居住誘導区域や都

市機能誘導区域も関連しながらの計画策定になるということで理解してい

る。市にとっても重要な施策、計画であるということで審議会にも報告いた

だけるということだが、先ほどのスケジュールで行くと 9月のごみ焼却場の

関係で審議会を開催するということだったが、それ以外でもこの関係で審議

会を随時開いていただけるのか。

事務局：今のところ計画の進捗も見えていないため、それについて必ずやるという約

束はできない。開催の議事が決まっているのは先ほど説明したごみ焼却場の

関係だけで、進捗を報告できる形になっているかはわからないので、相談し

ながら皆様にお話しできればと思っている。全然進んでいないのにあえて開

催して報告ともならない。その際に審議があればお話ししたいが、審議事項

は定期的にあるものではない。

委 員：審議会は、今回の保育所もそうだが土地を変更したり、縮めたり広げたりす

る際には必要だと思う。用途地域が問題で資材置き場を建てようとした場所

が第一種住居地域で工場関係は建てられないと言われ、急遽場所を変えたこ

とがある。なんでも建ててもよいという感覚があるが、都市計画法で建てて

はいけない場所が決まっていて無造作に建てることはできなくなっている。



事務局：先ほど委員から公園を潰してという話があったが、保育所以外で公園を占用

するときは必ず審議会の協議案件となる。国から出されている「保育所のみ

占用を認める」というのがあるため今回は協議案件とならないのでご承知い

ただきたい。

6. 閉会


